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る
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則

東
京
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中
小
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業
高
度
化
資
金
貸
付
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四
十
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年
東
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百
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部
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改
正
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七
項
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令
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六
年
三
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三
十
一
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」
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「
令
和
九
年
三
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三
十
一
日
」
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改
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。

　
　
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
五
第
二
項
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
等
の
区
域
の
地
名
地
番
及
び
取
消
年

月
日

認
定
を
取
り
消
し
た
区
域
の
地
名
地
番

取
消
年
月
日

多
摩
市
関
戸
四
丁
目
三
番
六
の
一
部
、
同
番

八
か
ら
同
番
十
ま
で
、
四
番
二
か
ら
同
番
十

ま
で
、
同
番
十
二
及
び
同
番
三
十
一

令
和
六
年
六
月
十

三
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
三
号

規
　
　
　
則

○
東
京
都
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
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規
則
…
…
…
…
…
…
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産
業
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局
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融
部
金
融
課
）…	

一

告
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建
築
基
準
法
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団
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域
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認
定
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し
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…	
一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
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区
域
…
…
…
…
…
…
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同
）…	

一

○
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壌
汚
染
対
策
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規
定
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づ
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汚
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さ
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定
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一
部
解
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
認
可
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…	

三

公
　
　
　
告

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）…	

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

　
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…	

五

規
　
　
　
則

東
京
都
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

多
摩
市
関
戸
四
丁
目
三
番
六
の
一
部
、
同

番
八
か
ら
同
番
十
ま
で
、
四
番
二
か
ら
同

番
七
ま
で
、
同
番
八
の
一
部
、
同
番
九
、

同
番
十
の
一
部
、
同
番
十
二
及
び
同
番
三

十
一

令
和
六
年
六
月
十

三
日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五

十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
矢
口
一
丁

目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
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定
有
害
物
質
の
種
類
　
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及

び
そ
の
化
合
物

三
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去

北

支点２　

 指定を解除する区域

 形質変更時要届出区域

北

支点１　  0度0分0秒

　

　0度0分0秒

 敷地境界

（平成27年東京都告示第1451号
　により指定した区域）

 調査対象地大田区矢口一丁目515番

535番1

単位区画

【凡例】

支点1 0度0分0秒

支点2 0度0分0秒

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で

引いた線により構成されている格子を、支点を中心

として、右回りに回転させた角度を示す。

【格子の回転角度】

別 図

【支点１】

支点１は、大田区矢口一丁目535番1

の最北端とする。

【支点２】

支点２は、大田区矢口一丁目515番

の最北端とする。
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武
蔵
野
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
野
市
告
示
第
九

十
六
号

武
蔵
野
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
野
市
告
示
第
九

十
七
号

武
蔵
野
都
市
計
画

特
別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
野
市
告
示
第
九

十
八
号

　	

特
定
土
地
利
用

地
区

武
蔵
野
都
市
計
画

特
別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
野
市
告
示
第
九

十
九
号

　	

特
別
工
業
地
区

三
鷹
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
二
号

三
鷹
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
三
号

　	

特
別
商
業
活
性

化
地
区

三
鷹
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
四
号

　	

特
別
都
市
型
産

業
等
育
成
地
区

三
鷹
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
五
号

　	

特
別
文
教
・
研

究
地
区

三
鷹
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
六
号

　	

特
別
住
工
共
生

地
区

三
鷹
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
七
号

三
鷹
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
三
鷹
市
告
示
第
百
六

十
八
号

東
村
山
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
六
東
村
山
市
告
示
第

百
二
十
二
号

　	

東
村
山
多
摩
湖

駅
線
沿
道
中
央	

・
東
村
山
野
口

線
沿
道
北
地
区

地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

市
町
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

八
王
子
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
百

九
号

八
王
子
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
百

十
号

　	

元
八
王
子
西
部

地
区
地
区
計
画

八
王
子
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
百

十
一
号

八
王
子
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
百

十
二
号

武
蔵
野
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
野
市
告
示
第
九

十
五
号

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
五
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二
　
変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
山
形
県
鶴
岡
市
を
加
え
る
。

三
　
規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

公
　
　
　
告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
村
山
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
六
東
村
山
市
告
示
第

百
二
十
一
号

　	

府
中
所
沢
線
沿

道
地
区
地
区
計

画
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東
豊
田
地
区
地

区
計
画

東
村
山
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
六
東
村
山
市
告
示
第

百
十
八
号

東
村
山
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
六
東
村
山
市
告
示
第

百
十
九
号

東
村
山
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
六
東
村
山
市
告
示
第

百
二
十
号

国
分
寺
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
国
分
寺
市
告
示
第
百

七
十
二
号

国
分
寺
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
国
分
寺
市
告
示
第
百

七
十
三
号

国
分
寺
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
国
分
寺
市
告
示
第
百

七
十
四
号

福
生
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
福
生
市
告
示
第
八
十

九
号

福
生
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
福
生
市
告
示
第
九
十

号

福
生
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
福
生
市
告
示
第
九
十

一
号

福
生
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
福
生
市
告
示
第
九
十

二
号

　
特
別
工
業
地
区

調
布
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
狛
江
市
告
示
第
百
六

十
七
号

調
布
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
狛
江
市
告
示
第
百
六

十
八
号

調
布
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
狛
江
市
告
示
第
百
六

十
九
号

立
川
都
市
計
画
用

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
大
和
市
告
示
第
十

町
田
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
五
十

五
号

町
田
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
五
十

六
号

　	

特
別
工
業
地
区

町
田
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
五
十

七
号

　
文
教
地
区

町
田
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
五
十

八
号

町
田
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
五
十

九
号

町
田
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
町
田
市
告
示
第
六
十

号

　	

金
井
関
山
地
区

地
区
計
画

小
金
井
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
小
金
井
市
告
示
第
百

五
号

小
金
井
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
小
金
井
市
告
示
第
百

六
号

小
金
井
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
小
金
井
市
告
示
第
百

七
号

日
野
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
野
市
告
示
第
百
十

一
号

日
野
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
野
市
告
示
第
百
十

二
号

日
野
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
野
市
告
示
第
百
十

三
号

日
野
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
野
市
告
示
第
百
十

四
号

火
地
域

青
梅
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
青
梅
市
告
示
第
七
十

六
号

青
梅
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
青
梅
市
告
示
第
七
十

七
号

青
梅
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
青
梅
市
告
示
第
七
十

八
号

青
梅
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
青
梅
市
告
示
第
七
十

九
号

　
特
別
工
業
地
区

府
中
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
八
十

六
号

府
中
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
八
十

七
号

府
中
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
八
十

八
号

府
中
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
八
十

九
号

　	

娯
楽
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
地

区
府
中
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
府
中
市
告
示
第
九
十

号

　	

都
市
型
産
業
専

用
地
区

調
布
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
調
布
市
告
示
第
二
百

三
十
七
号

調
布
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
調
布
市
告
示
第
二
百

三
十
八
号

調
布
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
調
布
市
告
示
第
二
百

三
十
九
号



5 令和6年7月11日（木曜日） （第18102号）東　京　都　公　報

西
東
京
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
西
東
京
市
告
示
第
九

十
二
号

福
生
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
瑞
穂
町
告
示
第
百
四

号

福
生
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
瑞
穂
町
告
示
第
百
五

号

福
生
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
瑞
穂
町
告
示
第
百
六

号

福
生
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
瑞
穂
町
告
示
第
百
七

号

秋
多
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
の
出
町
告
示
第
六

十
六
号

秋
多
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
の
出
町
告
示
第
六

十
七
号

秋
多
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
日
の
出
町
告
示
第
六

十
八
号

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
七
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名
　
　

多
摩
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
多
摩
市
告
示
第
二
百

五
十
七
号

多
摩
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
多
摩
市
告
示
第
二
百

五
十
八
号

多
摩
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
多
摩
市
告
示
第
二
百

五
十
九
号

多
摩
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
多
摩
市
告
示
第
二
百

六
十
号

福
生
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
羽
村
市
告
示
第
七
十

七
号

福
生
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
羽
村
市
告
示
第
七
十

八
号

福
生
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
羽
村
市
告
示
第
七
十

九
号

福
生
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
羽
村
市
告
示
第
八
十

号

　
特
別
工
業
地
区

秋
多
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
あ
き
る
野
市
告
示
第

五
十
七
号

秋
多
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
あ
き
る
野
市
告
示
第

五
十
八
号

秋
多
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
あ
き
る
野
市
告
示
第

五
十
九
号

秋
多
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
あ
き
る
野
市
告
示
第

六
十
号

　	

二
宮
地
区
地
区

計
画

西
東
京
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
西
東
京
市
告
示
第
九

十
号

西
東
京
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
西
東
京
市
告
示
第
九

十
一
号

途
地
域

六
号

立
川
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
大
和
市
告
示
第
十

七
号

立
川
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
大
和
市
告
示
第
十

八
号

立
川
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
大
和
市
告
示
第
十

九
号

　
特
別
工
業
地
区

東
村
山
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
清
瀬
市
告
示
第
百
二

十
号

東
村
山
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
清
瀬
市
告
示
第
百
二

十
一
号

東
村
山
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
清
瀬
市
告
示
第
百
二

十
二
号

東
村
山
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
久
留
米
市
告
示
第

四
十
三
号

東
村
山
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
久
留
米
市
告
示
第

四
十
四
号

東
村
山
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
久
留
米
市
告
示
第

四
十
五
号

東
村
山
都
市
計
画

特
別
用
途
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
東
久
留
米
市
告
示
第

四
十
六
号

　
特
別
工
業
地
区

立
川
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

五
十
一
号

立
川
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

五
十
二
号

立
川
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
武
蔵
村
山
市
告
示
第

五
十
三
号
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羽
村
市
羽
中
三
丁
目
二
千
六
百
十

番
一
、
二
千
六
百
十
一
番
四
及
び

二
千
六
百
十
三
番
二

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

　
代
表
取
締
役
　
山
野
井
　
優

立
川
市
高
松
町
一
丁
目
二
百
八
十

三
番
一
の
一
部
、
同
番
三
、
同
番

十
、
二
百
八
十
四
番
二
並
び
に
二

百
九
十
二
番
一
、
同
番
二
及
び
同

番
三
の
各
一
部

立
川
市
高
松
町
一
丁
目
二
十
二

番
十
二
号

　
　
　
　
　
　
　
山
川
　
　
豊

武
蔵
村
山
市
中
藤
一
丁
目
二
十
四

番
三
、
同
番
三
地
先
及
び
同
番
四

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

　
代
表
取
締
役
　
佐
藤
　
千
尋

武
蔵
村
山
市
三
ツ
藤
一
丁
目
百
十

五
番
一
及
び
同
番
二

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

　
代
表
取
締
役
　
築
地
　
重
彦

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
三
十
番

七
、
三
十
一
番
二
十
二
及
び
同
番

五
十
二

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

　
代
表
取
締
役
　
佐
藤
　
千
尋

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


